
国民年金マスコット
ネッキーくん

4　

平成23年 11月 24日 （木）
12月 28日 （水）

平成24年 １月 25日 （水）
２月 22日 （水）
３月 28日 （水）

☎

　●午前の部　午前10時～（受付　午前９時30分～ 11時30分）
　●午後の部　午後１時～（受付　午後１時～１時30分）
　●会　　場　 　１階　文化実習室
　　　　　　※会場は都合により館内別室になる場合があ
　　　　　　　ります。ロビーの案内板をご確認ください。
　●内容　年金のことならなんでも
　
　
■主催

　
☎

　納めていただいた国民年金保険料は「社会保険料控除」として全額が税金の控除の対象
となります。年末調整や確定申告の際には、この控除証明書「ハガキ」の添付が必要です
ので申告の時期まで大切に保管してください。

　平成 23 年中に国民年金保険料を納付しているのに控除証明書が届かない
かたは、日本年金機構にご確認ください。
　 ☎

11 月に送付されるかた

　

翌年２月に送付されるかた

　

☎

年金相談




